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　現
在
、児
童
扶
養
手
当
や
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
け
て
い
る
方（
所
得
制
限
で
手
当

を
受
け
て
い
な
い
方
を
含
む
）は
必
要
書
類
、

印
鑑
な
ど
を
持
っ
て
、次
の
期
間
中
に
女
性

児
童
課
ま
た
は
各
支
所
保
健
福
祉
室
・
市
民

生
活
室
で
現
況
届
、所
得
状
況
届
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　な
お
、期
間
内
に
手
続
き
を
し
な
い
と
８

月
分
以
降
の
手
当
が
差
し
止
め
ら
れ
る
ほ
か
、

２
年
間
手
続
き
を
し
な
い
と
受
給
権
が
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
新
た
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　父
母
の
離
婚
な
ど
で
、父
ま
た
は
母
と
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
家
庭
、あ
る
い
は
父
ま
た
は
母
に
代

わ
っ
て
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方
な
ど
に

対
し
て
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。（
た
だ
し
、

遺
族
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

※
児
童
の
対
象
年
齢
は
、18
歳
に
達
し
た
年
の

年
度
末（
３
月
31
日
）ま
で
。た
だ
し
、児
童
に

中
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
ま
で
。

　精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
20
歳
未

満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

○
児
童
扶
養
手
当

　８
月
31
日（
火
）ま
で

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

８
月
11
日（
水
）～
９
月
10
日（
金
）
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児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
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手
続
き
は
お
早
め
に

　合
併
浄
化
槽
を
適
切
に
使
い
つ
づ
け
る

た
め
に
は
、定
期
的
な
検
査
や
清
掃
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
。

　浄
化
槽
を
自
ら
設
置
さ
れ
て
い
る
ご
家

庭
で
は
、日
ご
ろ
の
維
持
管
理
が
大
変
だ
と

感
じ
る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。も
し
、

ご
家
庭
で
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、浄
化
槽
の

維
持
管
理
を
市
へ
任
せ
る（
帰
属
す
る
）こ

と
が
で
き
ま
す
。

　浄
化
槽
を
市
へ
帰
属
さ
せ
る
と
、浄
化
槽

本
体
は
市
の
所
有
物
と
な
り
、以
後
の
維
持

管
理
は
市
が
行
い
ま
す
。そ
の
代
わ
り
に
、

毎
月
の
使
用
料
の
支
払
い
と
帰
属
時
に
分

担
金
の
納
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　帰
属
を
検
討
さ
れ
る
際
は
、費
用
な
ど
の

比
較
検
討
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
の

で
、ま
ず
は
お
気
軽
に
下
水
道
課
ま
た
は
各

支
所
環
境
建
設
室
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
３
月
末
ま
で

　帰
属
を
決
定
す
る
た
め
、浄
化
槽
の
清
掃

時
に
検
査
・
点
検
が
必
要
で
す
。申
請
は
必

ず
浄
化
槽
清
掃
の
1
カ
月
前
ま
で
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

●
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
構
造
お
よ
び
人

　槽
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

●
世
帯
員
が
市
税
、各
種
負
担
金
、使
用
料

　な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
浄
化
槽
清
掃
時
に
浄
化
槽
内
部
の
点
検

　お
よ
び
排
水
設
備
の
検
査
を
行
い
、修
理

　改
善
が
必
要
な
場
合
は
、修
理
改
善
が
完

　了
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

●
分
担
金
30
万
円
を
納
付
す
る
こ
と

●
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
こ
と

問
い
合
わ
せ

　下
水
道
課
管
理
係
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ま
た
は
各
支
所
環
境
建
設
室

　市
民
が
親
し
み
や
す
く
覚
え
や
す
い
、庄

原
市
運
動
広
場（
板
橋
町
）の
愛
称
を
広
く

募
集
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
応
募
可
能

○
庄
原
市
の
特
徴
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
も
の

○
自
作
で
未
発
表
の
も
の

○
一
人
に
つ
き
1
点
ま
で

8
月
15
日（
日
）～
9
月
30
日（
木
）

応
募
用
紙
に
よ
り
郵
送
ま
た
は
F
A
X
。電

子
メ
ー
ル
も
可

※
応
募
用
紙
は
、生
涯
学
習
課
ま
た
は
各
支

所
教
育
室
に
あ
り
ま
す
。ま
た
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

最
優
秀
賞
は
賞
状
と
副
賞
、優
秀
賞
は
記
念

品
を
贈
り
ま
す
。

最
優
秀
賞
作
品
を
愛
称
と
し
て
採
用
し
、運

動
広
場
管
理
棟
に
プ
レ
ー
ト
を
設
置
し
ま
す
。

作
品
の
著
作
権
は
庄
原
市
に
帰
属
し
ま
す
。
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申
請
期
間

申
請
時
の
注
意

要

　件

浄
化
槽
を
市
の
所
有
に

し
ま
せ
ん
か
？
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政
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平
成
22
年
度
整
備
予
定
地
区

総領黒目西局

　採
算
性
な
ど
に
よ
り
、携
帯
電
話
事
業
者

の
自
主
整
備
が
進
ま
ず
、携
帯
電
話
が
利
用

で
き
な
い
地
域
で
、災
害
な
ど
非
常
時
の
連

絡
手
段
の
確
保
と
生
活
の
利
便
性
向
上
を
図

る
た
め
、市
は
、国
・
県
の
補
助
金
を
活
用
し

な
が
ら
携
帯
電
話
事
業
者
の
参
画
を
得
て
、

通
話
エ
リ
ア
の
拡
大
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　昨
年
度
か
ら
事
業
を
開
始
し
、今
年
６
月

に
は
市
内
５
地
域（
川
北
町
須
川
地
区
、濁
川

町
山
奥
地
区
、東
城
町
保
田
地
区
、比
和
町
古

頃
地
区
、総
領
町
黒
目
地
区
）で
㈱
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

コ
モ
の
携
帯
電
話
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　本
年
度
は
、来
年
３
月
の
基
地
局
完
成
を

目
指
し
、次
の
3
地
域
10
地
区
で
さ
ら
な
る

エ
リ
ア
拡
大
を
図
り
ま
す
。

●
西
城
地
域
／
大
屋
黒
谷
、福
山
、小
原
※

●
口
和
地
域
／
宮
内
中
組
、宮
内
桑
垣
内
、

　宮
内
紙
谷
、宮
内
田
口
、宮
内
熊
谷
※

●
総
領
地
域
／
松
山
、田
尻

　な
お
、運
用
開
始
予
定
の
事
業
者
は
、㈱
Ｎ

Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
、Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
㈱（
a
u
）、ソ
フ
ト

バ
ン
ク
モ
バ
イ
ル
㈱
の
３
社（
た
だ
し
、※
は

㈱
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
み
）で
す
。

通
話
エ
リ
ア
の
拡
大
を

進
め
て
い
ま
す

庄
原
市
運
動
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携
帯
電
話


